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Ⅰ　緒言

　1981 年に米国で 5 人のカリニ肺炎患者が報告され，1982 年には米国疾病コントロールセンター（CDC）に
おいてAcquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) という病名が採用された。さらにその翌年1983年には、
Montagnier らが AIDS の原因であるヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus：HIV）の分
離を報告した。したがって AIDS をめぐる歴史は、まだ 40 年程度なのである。1986 年 11 月にフィリピン人
女性の感染者報道（松本エイズパニック）、1987 年 1 月に日本人女性の感染者報道（神戸エイズパニック）があっ
た。そして同年 2 月に高知医大（当時）で、国内初の HIV 感染妊婦の選択的帝王切開術（高知エイズパニック）
が行われたことから、産婦人科領域における母子感染予防対策が注視されることとなった。
　わが国における HIV 母子感染予防に関する研究は、1994 年（平成 6 年）からはじまった厚生労働科学研
究費補助金エイズ対策研究事業（平成 27 年度からはエイズ対策政策研究事業）により、現在まで継続して
行われている。その研究内容の骨幹は、①産科および小児科の診療施設を対象として HIV 感染妊娠症例を集
積する全国調査、②抗 HIV 治療をおこなった HIV 感染妊娠女性とその出生児の予後に関するコホート調査、
③ HIV 母子感染予防対策マニュアルや HIV 感染妊娠に関する診療ガイドラインの発刊と改訂、④ HIV をは
じめとする性感染症に関する教育啓発方法の開発、⑤国民および医療従事者を対象とした HIV 感染に関する
認識度調査と、経腟分娩を含めた診療体制の整備、⑥ HIV 感染妊娠に関する全国調査とデータベース管理の
IT 化とシステム支援などである。
　当初の研究班（主任研究者：山田兼雄）の研究分担者として 1994 年から 2 年間、都立大塚病院産婦人科の
宮澤豊部長が、数十例の HIV 感染妊娠の診療経験をもとに、患者集計や診療マニュアルの作成を行ったこと
が研究の始まりである。1996 年から 1 年間は別の研究班（主任研究者：山崎修道）の研究分担者として東京
大学分院産婦人科の川名尚教授が、HIV 母子感染に関する文献的研究を行った。そして 1997 年からは、防
衛医科大学校病院産婦人科の喜多恒和助手が、HIV 感染症の疫学研究（主任研究者：木原正博）班の研究分
担者となり、HIV 母子感染に関する組織的な研究体制の構築が開始された。産婦人科と小児科の両面から全
国調査を開始し、当初は 54 例の HIV 感染妊娠の疫学的臨床的情報を集積した。現在は 2021 年末までに妊娠
転帰となった 1156 例がデータベース化されており、62 例（エイズ動向委員会の報告でも 65 例にとどまる）
の母子感染例が含まれている。すべての母子感染予防対策を実施した例から母子感染は報告されていない。
2000 年前後から強力な多剤併用療法 (cART) が導入され、血中ウイルス量が良好にコントロールされている
場合は、経腟分娩が推奨されるようになった。しかし欧米とわが国では、医療保険制度等に大きな違いがあ
り、国民性も加味した診療ガイドラインやマニュアルの改訂が求められる。さらに HIV 以外の性感染症や母
子感染の原因となる感染症のスクリーニング率も合わせて全国調査してきた。近年では妊婦の梅毒感染数の
増加や、検査法や治療薬の認可が進む CMV 感染についても注目されている。一方、感染症や性感染症なら
びに性教育に関する正確な情報の教育啓発は、欧米と比較してわが国では遅れていると危惧するところであ
る。研究班では性感染症に関する小冊子やリーフレットの配布と、YouTube・Instagram・TikTok を用いた
動画の配信により、若者へのこれらの情報発信を試み、閲覧状況の解析から有効な教育啓発方法の開発を目
指している。
　本書では、「日本における HIV 母子感染に関する研究のあゆみ」と題して、これまで約 30 年にわたる厚生
労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業（平成 27 年度からはエイズ対策政策研究事業）の概要を示すこと
とした。研究課題・研究分担課題・研究分担副課題とそれらの担当者を年表形式で掲載し、報告された年度
ごとの研究要旨を経時的に掲載したので、これまでの研究のあゆみを俯瞰的に理解し、今後の研究課題の提
案に資することができれば幸いである。また本書は研究者・医療従事者向けに構成されており、研究のあゆ
みの概要を掲載することにとどめている。年度ごとの分担研究課題・研究分担副課題の成果などは、令和 5
年度に作成予定の「日本における HIV 母子感染に関する研究のあゆみ」（詳細版）を参照されたい。さらに「日
本における HIV 母子感染に関する研究のあゆみ」（一般国民向け）も続いて刊行予定であるので、教育啓発
資料として利用していただけることを期待している。
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Ⅱ　年表

　平成 9 年度（1997 年）からを第 1 期として、3 年ごと第 9 期までの 27 年間の年表「日本における HIV 母
子感染に関する研究のあゆみ」を作成した。平成 6 年度から 3 年間のエイズ対策研究事業は、現時点で資料
不足のため、今後作成予定の詳細版で記載することとした。長年にわたる研究期間と研究課題、多くの研究
分担者と研究分担課題、重複はするものの多くの研究協力者と研究分担副課題を明記するために、年表は 23
ページにおよび、大変見づらいものになっている。そこで俯瞰的に理解しやすくするため、下記の凡例のご
とく研究課題・研究分担課題・研究分担副課題を 10 カテゴリーに色分けして表記した。
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全国一次調査
産婦人科調査
小児科調査
マニュアル・ガイドライン作成
国民向け啓発
医療者向け啓発
システム支援
生殖支援
基礎研究
その他

　さらに年表「日本における HIV 母子感染に関する研究のあゆみ―縮図―」を作成し、研究のあゆみを俯瞰
的に理解できるようにした。研究の初期から継続して全国一次調査、産婦人科調査、小児科調査、マニュアル・
ガイドライン作成、国民向け啓発の研究分担が行われている。研究の中期では生殖支援や基礎研究の研究分
担が含まれているのが特徴的である。そして研究の後期では一貫して全国一次調査、産婦人科調査、小児科
調査、マニュアル・ガイドライン作成、国民向け啓発および医療者向け啓発の研究分担が継続して行われて
いる。



− 4 −

１．日本におけるHIV母子感染に関する研究のあゆみ

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 5 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 6 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 7 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 8 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 9 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 10 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 11 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 12 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 13 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 14 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 15 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 16 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 17 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 18 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 19 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 20 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 21 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 22 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 23 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 24 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 25 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 26 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他



− 27 −

■■全国一次調査、■■産婦人科調査、■■小児科調査、■■マニュアル・ガイドライン作成、■■国民向け啓発、
■■医療者向け啓発、■■システム支援、■■生殖支援、■■基礎研究、■■その他

２．日本におけるHIV母子感染に関する研究のあゆみ―縮図―
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Ⅲ　分担研究報告書あるいは統括研究報告書の研究要旨
　各年度に提出された分担研究報告書あるいは統括研究報告書に記載された研究要旨を掲載した。本概要版
では原文の掲載にとどめ、報告書全体の要約は今後作成予定の「日本における HIV 母子感染に関する研究の
あゆみ」（詳細版）を参照されたい。

第 1期
1．平成 9 年度厚生労働科学研究費補助金先端的厚生科学研究分野（エイズ対策研究事業）

「HIV 感染症の疫学研究」　主任研究者：木原正博（神奈川県立がんセンター臨床研究所）
分担研究報告書

「母子感染に関する研究」
研究分担者：喜多恒和（防衛医科大学校病院分べん部）

研究要旨
［目的］ 本邦における HIV-1 母子感染のメカニズムとリスクファクターを解析する。
［方法］ 1987 年から 1997 年の間に HIV-1 母子感染に関する研究グループの班員が経験した 54 例の HIV-1 感

染妊娠を対象に、レトロスペクティブに周産期における情報を集積した。母体およびその児について臨床
産科的、免疫学的およびウイルス学的見地から各種データの解析を行なった。

［結果］  HIV-1 感染妊婦 54 例の年齢分布は 18‒35 歳で、平均 25.9 歳であった。国籍は 17 例（31.5%）が日本人、
21 例（38.9%）がタイ人であった。妊娠 22 週以後の分娩は 39 例（72.2%）で、分娩時妊娠 29‒41 週であっ
た。分娩方法は帝王切開術（帝切群）25 例、経膣分娩（経膣群）14 例であった。妊娠 22 週未満の中絶は
12 例（22.2%）で、中絶時妊娠 7 週‒20 週であった。自然流産例は認めなかった。解析時妊娠中および追
跡不能が３例存在した。分娩 39 例中 36 例で母子感染が判定可能であり、７例（19.4%）に母子感染を認
めた。分娩時平均妊娠週数は帝切群 36.0 ± 1.9 週、経膣群 37.9 ± 3.5 週で、母子感染率は帝切群 4.0%（1/25）、
経膣群 54.5%（6/11）で、両群間に有意差（p<0.001）を認めた。妊娠中の抗 HIV-1 剤 AZT の投与率は
非感染群 17.2%、感染群 14.3% で差を認めなかったが、帝切群 24.0%、経膣群０％で帝切群に多く投与さ
れていた。
分娩前における末梢血の CD4 ＋ T リンパ球数および CD4+/CD8+ 比は、非感染群でそれぞれ 341/μl お
よび 0.419 であったが、感染群ではそれぞれ 175/μl および 0.211 と低値であった。

［結論］ 低 CD4+T リンパ球数、低 CD4+/CD8+ 比、AZT の非投与および正期産での経膣分娩は HIV-1 母子
感染のリスクファクターになり得ると考えられ、AZT の投与により母体の免疫能を維持したうえで、妊
娠 36 週前後における帝王切開術が HIV-1 母子感染を減少させ得ると考えられた。

2．平成 10 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
「HIV 感染症の疫学研究」　主任研究者：木原正博（神奈川県立がんセンター臨床研究所）
分担研究報告書

「母子感染に関する研究」
研究分担者：喜多恒和（防衛医科大学校病院分べん部）

研究要旨
［目的］ 本邦における HIV-1 感染妊娠の現状を全国調査にて把握することにより、HIV-1 母子感染のメカニズ

ムとリスクファクターを解析する。
［方法］ 全国の主な産婦人科医療施設 1821 個所に１次アンケート調査を行い、1270 個所 (69.74%) より解答が

得られ、のべ 161 例の HIV-1 感染妊娠を確認した。その内ののべ 123 例について２次調査の受諾が得られ、
重積を除いた 112 例について周産期の詳細な情報をもとに、母体およびその児について臨床産科的、免疫
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学的およびウイルス学的見地から各種データの解析を行ない、母子感染との関連性を検討した。さらに今
年度は「HIV 母子感染に関するワークショップ」を開催し、米国およびタイより専門家を招聘し、米国・
タイおよび本邦における HIV 母子感染の現状と対策につき討議した。

［成績］  HIV-1 感染妊婦 112 例の年齢分布は 18‒40 歳で、平均 27.1 歳であった。国籍は 31 例（27.7%）が日
本人、49 例（43.8%）がタイ人であった。パートナーの国籍は 32 例（28.6%）が日本人、7 例 (6.2%) がタ
イ人で、不明が 57 例 (50.9%) あった。外国人同士のカップルは 12 例 (10.7%)、日本人同士は 10 例 (8.9%)
で増加傾向はみられなかった。HIV-1 感染妊娠は 1992 年以後増加傾向にあり、1997 年には 25 例に上っ
たが、母子感染例は 1996 年以後低下傾向にある。妊娠 22 週以後の分娩は 84 例（75.0%）で、分娩時妊
娠 29‒41 週であった。分娩方法は帝王切開術（帝切群）60 例、経腟分娩（経腟群）24 例であった。妊娠
22 週未満の人工中絶は 26 例（23.2%）で、中絶時妊娠 7 週‒21 週であった。分娩 84 例中 76 例で母子感染
が判定可能であり、11 例 (14.5%) に母子感染を認めた。分娩時平均妊娠週数は帝切群 35.8 週、経腟群 38.0
週で、非感染群 36.3 週、感染群 38.3 週でそれぞれの間に有意差を認めた。母子感染率は帝切群 1.9%(1/53)、
経腟群 45.5%(10/22) で、両群間に有意差 (p<0.00001) を認めた。しかし経腟群には、母子感染が成立せず、
母子ともに無症候でスクリーニングにかからない例がほとんど含まれておらず、大きな bias がかかって
いることは否定できない。HIV‒1 感染児の発症により母の HIV‒1 感染が判明した 6 例を除くと経腟群の
母子感染率は 25％（4/16）となり、ここでも有意差（p<0.002）を認めた。出生時児体重では帝切群は
経腟群より有意に少なかったが平均 2500 ｇ以上であった。妊娠中の抗 HIV-1 剤 AZT の投与率は非感染
群 33.8%、感染群 9.1% であった。妊娠中における末梢血の CD4 ＋ T リンパ球数および CD4 ＋／ CD ８
＋比の最低値は、非感染群でそれぞれ 310/ μ l および 0.428 であったが、感染群でもそれぞれ 227/ μ l
および 0.404 と両群間で差を認めなかった。これは感染群では 11 例中 3 例しか測定されていなかったこ
とによると考えられた。妊娠中のウィルス RNA コピー数は 18 例でのみ測定されており、その最高値は
400/ml 未満から 32 万 /ml までで、10 万未満が 16 例、1 万未満が 13 例あった。18 例すべてに帝切が施
行され、母子感染は不明の 1 例を除きすべて陰性であった。また 18 例中 15 例に AZT が投与されていた。
国際ワークショップの成果については別記報告する。

［結論］本邦における情報は症例数だけでなくその内容も非常に少なく、特に母子感染を免れた HIV-1 感染
妊娠例の集積は困難である。低 CD ４＋ T リンパ球数、低 CD ４＋／ CD ８＋比、高ウィルス RNA コピー
数、AZT の非投与および正期産での経腟分娩は HIV- １母子感染のリスクファクターになり得ると考え
られるが、本邦のみの症例による解析からは信頼できるリスクファクターを見出すことは難しいと考えら
れた。しかし妊娠中に HIV-1 感染が判明していた症例では、妊娠中からの AZT の投与により母体の免疫
能を維持したうえで、妊娠３６週前後に帝切を施行することにより、HIV-1 母子感染率を 1.9％に減少し
得たことは、欧米での成績にも匹敵するものと考えられた。今後は妊婦への HIV-1 抗体検査を推奨する
ことにより、より多くの HIV-1 母子感染が回避できるものと期待される。

3．平成 11 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
「HIV 感染症の疫学研究」　主任研究者：木原正博（神奈川県立がんセンター臨床研究所研究第三科　技幹）
分担研究報告書

「母子感染に関する研究」
研究分担者：戸谷良造（国立名古屋病院産婦人科）

研究要旨
［目的］昨年度、本グループの行った産婦人科を対処とした全国調査で、妊娠中からの AZT 投与及び妊娠 36

週前後での帝王切開を施行することにより、HIV-1 母子感染を 1.9％に減少し得たという結果が得られた。
即ち、HIV-1 に感染していることが判明している妊婦において適切な処置を行うことにより、HIV-1 母子
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感染率を 2％以下にまで抑制が可能であることを示した。今年度は、昨年度の調査以降の HIV-1 感染妊婦
の現状を産婦人科を対象とした全国調査にて把握するとともに、日本全国での妊婦に対しての HIV-1 抗
体検査率を調査し、また、HIV-1 に感染していることを知らずに分娩し、児に HIV-1 が感染しているこ
とから母親の感染が明らかになった例を含めて把握するために小児科を対象とした全国調査も実施し、日
本における HIV-1 母子感染の現状を把握することを目的とした。さらに、これらの解析結果から、日本
における母子感染率の低下を図るため、「HIV 母子感染予防対策マニュアル」を作成した。

［方法］産婦人科を対象とした全国調査（1 次調査）では、厚生省健康政策局総務課編「病院要覧」に記載さ
れている、全国の産婦人科のある病院のうち、個人の開設するものを除く 1,816 施設に送付した。また、
小児科を対象とした全国調査（1 次調査）では、同様に「病院要覧」に記載されている、3,548 施設に送
付した。有効回答中、症例経験ありと回答した施設に対し 2 次調査を産婦人科・小児科共に行い、母体及
びその児についての臨床的、免疫学的、ウイルス学的見地から各種データの解析を行い、日本における母
子感染の現状を詳細に検討した。さらに、今年度までに本グループで集積したデータをもとに、日本にお
ける「HIV 母子感染予防対策マニュアル」の作成を行った。

［成績］産婦人科全国調査（1 次調査）での回答率は全国で、81.6％であり、小児科全国調査（1 次調査）で
の回答率は全国で、64.5％であった。今年度の産婦人科調査で報告された HIV-1 感染妊婦は、全国でのべ
62 人（17 都府県、44 施設）であった。昨年度の調査及び、今年度の調査を併せると、日本国内の HIV-1
感染妊婦の人数はのべ 222 人となった。このうち、症例の重複を除くと 164 人となった。このうち、帝
王切開での分娩では 88 例中児への HIV-1 の感染は 1 例で、母子感染率は 1.3% となった。また、小児科
調査では、有効回答中、症例経験ありと回答した 101 施設に 2 次調査を行い、これらの施設での調査か
ら重複症例を除いた 93 症例を検討した。このうち、HIV-1 陽性児は 20 例、陰性児は 65 例、未確認、未
検査 8 例であった。HIV-1 陽性小児数の年次別推移では、1995 年の 4 例を最高にして、その後減少して
おり HIV-1 感染妊婦からの出生数の増加と比例していなかった。次に今回の調査で初めて行った、妊婦
の HIV-1 抗体検査の実施率であるが、検査率は全国平均で 73.2％であったが、日本国内で非常にばらつ
きがあることが明らかになった。また今回の調査は、平成 9 年の日本全国の分娩件数が約 122 万人であ
ることから推定すると日本国内の約 32％（約 39 万人）の妊婦を調査したことになる。分娩方法は、選択
的帝王切開が 1994 年から増加し、予定帝王切開群は緊急帝王切開群、経膣分娩群と比較し、有意に陽性
例が少なかった。出産を行った妊婦のうち、約半数の妊婦は妊娠中に抗 HIV 剤を服用していた。これら
の調査結果をもとに「平成 11 年度　HIV 母子感染予防対策マニュアル」を作成した。本マニュアルでは、
HIV-1 感染妊婦への妊娠期間中の対策、分娩時の母体対策、出生直後の児への対策、分娩後の母親への対
策をそれぞれ詳細に記載した。

［考察］回答率は、産婦人科では全国で約 8 割にのぼり、得られた結果は十分に日本国内の HIV-1 感染妊婦の
現状を反映していると考えられる。今回の調査では、新たに全国でのべ 62 例の HIV-1 感染妊婦の把握が
出来た。近年の HIV-1 感染妊婦数の増加の要因としては、生殖年齢の感染者の増加、妊婦の HIV-1 スクリー
ニングによる補足率の上昇等があげられる。今回の調査では、妊婦に対する HIV-1 抗体検査の実施率を
併せて調査し、その結果、日本国内では約 4 人に 3 人が検査を受けていることになるが、これは地域格差
が非常に大きかった。抗体検査率の数値と都道府県別の「HIV 感染者・AIDS 患者合計」とは、やや相関
しており、HIV-1 感染者の少ない地域での抗体検査率の低さが目立った結果となった。これは、さらにこ
れらの地域での医師の HIV-1 感染に対する意識調査などが必要である。また、HIV-1 感染妊婦の増加と
比較して母子感染による小児の陽性例が低く抑えられている要因は、感染防止のために妊婦及びその児に
対して適切な処置を行っているためであると考えられる。今後は、妊婦への抗 HIV 剤投与が普及し妊娠
初期からの多剤併用療法が行われる症例も増加するものと考えられるため、胎児に対する短期的、長期的
影響については注意深く検討していく必要がある。
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［結論］ 妊婦の早期での HIV-1 感染の診断が小児への母子感染を有意に抑制させることが可能であることか
ら、更なる抗体検査率の上昇をはかる手段が必要とされると同時に、近年でも一切の母子感染対策が行わ
れず出生した症例があることからも、本グループの作成したマニュアルを全国の産婦人科小児科を併設す
る医療施設に配付し、HIV-1 感染妊婦及びその児に対する適切な処置方法を普及させ、今後さらに増加す
ると予測される HIV-1 感染妊婦への対応を日本国内のすべての病院で行えるようにする必要がある。
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第 2期
1．平成 12 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

「妊産婦の STD 及び HIV 陽性率と妊婦 STD 及び HIV の出生児に与える影響に関する研究」
主任研究者：田中憲一（新潟大学医学部産科婦人科学講座　教授）
分担研究報告書

「HIV 母子感染予防の臨床的研究」
研究分担者：戸谷良造（国立名古屋病院産婦人科）

研究要旨
　HIV 母子感染の予防を目的として、妊婦に対する HIV 抗体検査の実施状況、HIV 感染妊婦やその出生
児の管理状況について全国調査を行い、本邦における HIV 感染妊娠の現況と動態を検討した。HIV 感染
妊婦やその出生児の診療経験を問う、産婦人科・小児科それぞれの 1 次調査において、77.5％と 62.0％と
いう高い回答率を得た。妊婦の HIV 抗体検査実施率は昨年度より 6.5％上昇し 79.7％となったことは、本
研究グループによる過去 3 年間の全国調査と、HIV 母子感染予防対策マニュアルの作成・公開による効
果と思われた。
　本邦では HIV 抗体検査を受けた妊婦に関しては、10 万人に対し 10.0 人の陽性者が存在することが明ら
かとなった。抗体検査実施率は、HIV 感染者・AIDS 患者数および HIV 感染妊婦の都道府県別分布と同
様に著明な地域差がみられたことから、妊婦や医療機関さらには自治体の間でも、依然として HIV 感染
妊娠に関する認識に差があることが明らかとなった。
　さらに産婦人科・小児科 2 次調査により、昨年度調査結果に加え、HIV 感染妊娠は 53 例増加し計 217
例となり、HIV 感染妊婦からの出生児は 29 例増加し 122 例となった。
　HIV 感染妊婦に対する抗 HIV 剤の投与率は 56.3％に上昇し、妊娠 36 週前後での予定帝王切開分娩が定
着した感があり、母子感染率は 2.1％と低率に抑えられていた。また小児科 2 次調査の結果から、妊婦と
児への抗 HIV 剤の投与と予定帝王切開の組み合わせにより、51 症例の全例で母子感染を回避できたこと
がわかった。
　今後は HIV 抗体検査、抗 HIV 剤、帝切などに関わるコスト的な問題の解析を進め、解決する必要があ
るとともに、HIV 感染症が輸入感染症という枠を超え、日本国民特に若年層の男女へ広く侵蝕する傾向
が示唆されることから、HIV 抗体検査の普及と、HIV 感染妊婦やその出生児に対する対策をさらに改善し、
確立する必要があると考えられた。

2．平成 13 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
「妊産婦の STD 及び HIV 陽性率と妊婦 STD 及び HIV の出生児に与える影響に関する研究」
主任研究者：田中憲一（新潟大学医学部医歯学総合研究科（産婦人科）教授）
分担研究報告書
研究 3．「HIV 母子感染予防の臨床研究」
　（2）産婦人科、小児科（病院施設）に対するアンケート調査
研究分担者：戸谷良造（国立名古屋病院産婦人科）

研究要旨
　わが国における HIV 母子感染の予防を目的として、妊婦に対する HIV 抗体検査の実施状況と必要性の
認識度、HIV 感染妊婦やその出生児の管理状況について全国調査を行い、本邦における HIV 感染妊娠の
現況と動態を検討した。HIV 感染妊婦やその出生児の診療経験を設問した産婦人科・小児科それぞれの
一次調査においては、64.3％と 60.5％の回収率を得たが、これらの回収率は年々低下しており、報告義務
を伴わない依頼による調査方法の限界であろうと考えられた。妊婦の HIV 抗体検査率は 82.6％と一昨年
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度の 73.2％から 2 年連続上昇したことは、本研究班による啓蒙活動が全国の産婦人科医師や妊婦の HIV
感染に対する意識の向上につながった結果であると考えられる。しかし、今後 HIV 母子感染予防対策の
第一歩と考えられる妊婦の HIV 抗体検査の実施率をさらに向上させるためには、公費補助をはじめとし
た検査費用の負担の軽減に関する問題を解決しなければならない。また中国・四国や九州・沖縄ブロック
における抗体検査率は依然低率であることから、このブロックにおけるさらなる啓蒙活動が必要である。
HIV 抗体検査の必要性は、84.4％の施設では十分に認識されていたが、他の感染症の検査費用も含めて、
必要な検査項目や経費負担に関して医療側および行政側による再検討を求める必要がある。
　今年度の調査により、産婦人科側からの調査により本邦の HIV 感染妊娠は 31 例増加し計 248 例となり、
小児科側からの調査により HIV 感染妊婦からの出生児は 48 例増加し 170 例となった。HIV 感染妊娠の
加速的増加は見られないものの、1999 年以降の HIV 感染妊婦数は、日本人がタイ人を上回るようになった。
今後も妊婦に対する HIV 抗体検査の普及による HIV 感染の早期発見と抗 HIV 剤の投与および予定帝王
切開術はHIV母子感染の基本対策と考えられる。さらなるHIV感染妊婦及び出生児の情報解析および我々
が既に刊行した「HIV 母子感染予防対策マニュアル」を最新情報に則して改訂することにより、HIV 母
子感染率の更なる低下を期待したい。また今年度はエイズ予防財団の援助により、HIV 母子感染に関す
る国民の啓蒙を目的として研究成果発表会を全国 3 箇所で開催することができたので、その際に集積・解
析したアンケート調査の結果も含め報告する。

3．平成 14 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
「妊産婦の STD 及び HIV 陽性率と妊婦 STD 及び HIV の出生児に与える影響に関する研究」
主任研究者：田中憲一（新潟大学医学部医歯学総合研究科（産婦人科）　教授）
分担研究報告書
研究 4．「HIV 母子感染予防の臨床研究」
　（2）産婦人科、小児科（病院施設）に対するアンケート調査
研究分担者：戸谷良造（国立名古屋病院産婦人科）

研究要旨
　平成 12 年より 3 年間にわたり、わが国における HIV 母子感染の予防を目的として、妊婦に対する HIV
抗体検査の実施状況と HIV 感染妊婦やその出生児の診療について全国調査を行い、わが国における HIV
感染妊娠の現況と年次的動態および将来について検討した。産婦人科全国調査より合計 275 例の HIV 感
染妊娠が報告され、小児科全国調査より合計 193 例の HIV 感染妊婦からの出生児が報告された。妊婦の
HIV 抗体検査実施率は、全国平均で平成 11 年度の 73.2％から平成 14 年度は 11.8％上昇し 85.0％となった。
各都道府県間の較差は残るものの着実に狭まりつつある。さらに妊婦に対する HIV 抗体検査の普及には
公的補助導入の有効性も示唆された。HIV 感染妊婦の年次的推移から減少傾向は認められず、毎年 30 例
前後の HIV 感染妊婦が報告されている。国籍別の HIV 感染妊婦数はタイ人より日本人の優位性が顕著に
なってきており、平成 11 年以降毎年の HIV 感染妊婦の約半数は日本人である。妊娠中に HIV 感染と診
断された妊婦の約 7 割は抗 HIV 療法を受けており、ほぼ全例で帝王切開分娩が行われ、母子感染率は僅
か 1.6％であった。経腟分娩は最近 3 年間で 2 例しか行われていない。しかし HIV 抗体検査未施行で経腟
分娩に至った HIV 感染妊婦の情報は得るすべがなく、小児科全国調査による母子感染児の報告に頼るの
みである。妊婦の血中ウイルス量は AZT 単剤投与ではコントロール不良で、HAART によるウイルス量
抑制効果は良好であるものの、その出生児に対する安全性は未確認である。症例ごとの抗 HIV 療法の確
立が必要であろう。種々の基礎的・臨床的情報を年次的に解析することにより、わが国特有の新しい知見
を得ることができ、さらにわが国の HIV 感染妊娠の将来を予測し得る段階にまで至ったことは、本研究
課題の重要性を認識させるものであると考えられる。産婦人科全国調査と小児科全国調査の成績には登録
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症例の食い違いから多少の差異が認められるが、産婦人科・小児科症例の統合作業により解決されるであ
ろう。また妊婦に対する HIV 抗体検査の公的介入に関する経済効果を他の感染症検査の場合と比較する
ことにより、HIV 抗体検査が全国的に地域差なく普及されることが期待される。妊婦に対する HIV 抗体
検査の普及による HIV 感染の早期発見と抗 HIV 薬の投与および予定帝王切開術は HIV 母子感染防止の
ための基本対策と考えられる。今後も HIV 感染妊婦及び出生児の情報解析を継続し、当研究班が既に刊行・
改訂した「HIV 母子感染予防対策マニュアル」を最新情報に則してさらに改訂することにより、HIV 母
子感染率がますます低下することを期待している。わが国においては若年層における HIV 感染者の増加
が危惧されており、必然的に HIV 感染妊婦の増加も危惧されるところである。妊婦の HIV 抗体検査を普
及させることは、母子感染を予防することには役立つものの HIV 感染妊婦を減少させることはできない。
性感染症としての HIV 感染症について、今後は主に若年層を対象としてさらなる啓発・教育活動が必要
である。
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第 3期
1．平成 15 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

総括研究報告書
「HIV 感染妊婦の早期診断と治療および母子感染予防に関する基礎的・臨床的研究」
主任研究者：稲葉憲之（獨協医科大学　教授）

研究要旨
　より有効な母子感染予防対策の確立を目的として、①妊婦 HIV 感染状況、母子感染と予防対策の実状、
感染児の予後調査などの「実態調査」を主テーマとし、併せて②医療従事者や一般国民に対する啓発・教
育活動の推進、③母子感染のメカニズムや予防に関する基礎研究、母乳哺育の実現化や感染妊婦・児の予
後推定などに関する基礎的研究、を行う。以下に結果を述べる。

2．平成 16 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「HIV 感染妊婦の早期診断と治療および母子感染予防に関する臨床的・疫学的研究」
主任研究者：稲葉憲之（獨協医科大学　大学病院長）

研究要旨
　本研究は HIV 母子感染ゼロを目指して、①周産期における HIV 感染対策の現状把握、②日本の国情に
合致した最も有効な母子感染予防対策の確立と標準化、③ HIV 母子感染及びその対策に関する医療関係
者のみならず一般国民に対する啓発教育・広報活動の推進、を行う。

3．平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「HIV 感染妊婦の早期診断と治療および母子感染予防に関する臨床的・疫学的研究」
主任研究者：稲葉憲之（獨協医科大学　大学病院長）

研究要旨
　本研究は HIV 母子感染最小率を目指して、①周産期における HIV 感染対策の現状把握、②日本の国情
に合致した最も有効な母子感染防止対策の確立と標準化、③ HIV 母子感染及びその対策に関する啓発教
育・広報活動の推進、④母子感染におけるリスク因子に関する検討、などの疫学的、臨床的研究を行う。
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第 4期
1．平成 18 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

総括研究報告書
「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」
主任研究者：稲葉憲之（獨協医科大学　大学病院長）

研究要旨
　当班は今年度より「若年婦人における HIV 感染状況および HIV 感染と生殖医療との関連性に関する研
究」研究班と「HIV 感染妊婦の早期診断と治療および母子感染予防に関する臨床的・疫学的研究」研究
班が統合し、「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」研究班として発足した。
その結果、新研究班は HIV 母子感染対策と感染夫妻の安全な生殖医療を骨子として、①周産期・小児医療、
②社会医学、③生殖医療、④基礎研究、⑤広報・教育・啓発活動、の多岐にわたって活動を展開した。

2．平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」
主任研究者：和田裕一（国立病院機構仙台医療センター　副院長）

研究要旨
　当班は昨年度より「若年婦人における HIV 感染状況および HIV 感染と生殖医療との関連性に関する研
究」研究班と「HIV 感染妊婦の早期診断と治療および母子感染予防に関する臨床的・疫学的研究」研究
班が統合し、「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」研究班として発足した。
また、この間本年 2 月 1 日をもって主任研究者が稲葉憲之より和田裕一に交代し、稲葉は「オーガナイザー」
として引き続き当研究班に協力をする事とし、新たに早川智が当年度より分担研究者に加わった。
　当研究班は若年婦人における HIV 感染予防、HIV 母子感染対策、並びに感染夫妻の安全な生殖医療を
骨子として、1）若年婦人、妊婦における HIV 感染の抑制と医療経済的効果改善、2）HIV 感染女性及び
出生児の QOL 向上、ひいては 3）国民の健康福祉の増進、わが国の労働力維持を目指した。具体的には、
①全妊婦 HIV スクリーニングの実現と HIV 母子感染の極小化、②周産期・小児科における HIV 感染実
情の把握、③母乳処理と最適治療による母乳哺育と経腟分娩の実現、④ HIV 感染者における安全な生殖
医療の提供、⑤胎盤感染機構の解明と感染者間「superinfection」の実態調査、及び⑥得られた成果の対
国民、対医療従事者向け啓発・教育・広報活動、を遂行した。

3．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する集学的研究」
研究代表者：和田裕一（国立病院機構仙台医療センター　副院長）

研究要旨
　本研究は HIV 母子感染の最小化を基本的な目標として平成 18 年度より開始して最終年度をむかえた。
今年度は①妊婦の HIV 検査の全国調査　② HIV 感染妊婦と出生児の実態調査　③妊婦 HIV 感染予防対
策の確立　④ HIV 感染者に対する生殖補助医療の確立　⑤母子感染のメカニズム解明とリスク因子の検
討　⑥母子感染をおこさない母乳投与法の実現の可能性の検討　というテーマについての研究の継続～
総括と、さらに①に関しては妊婦 HIV 陽性妊婦への医療側の対応　②に関しては HIV 感染妊婦から出生
した児の発達発育支援プログラムの研究　⑤については海外における HIV 母子感染ウイルスの性状に関
する検討結果を新たに加えた。
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第 5期
1．平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

総括研究報告書
「HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合的研究」
研究代表者：和田裕一（国立病院機構仙台医療センター　副院長）

研究要旨
　本研究班は、周産期小児医療として HIV 感染妊婦スクリーニングおよび感染妊婦とその出生児に関す
る疫学調査とその解析を実施した。今年度はスクリーニング検査実施率の更なる上昇、一方、ここ数年
HIV 感染妊婦の減少傾向が認められた。診療・支援体制の整備のための広報誌の改訂、研修および妊婦
HIV 感染症の理解のための教育啓発活動を行った。また、HIV 感染妊婦から生まれた児に対する抗ウイ
ルス薬の影響についての初期検討を行った。基礎医学として胎盤における母子感染メカニズムの解明の研
究、社会医学として母乳感染の防御と海外における HIV 感染症の実態調査についての研究を行った。

2．平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合的研究」
研究代表者：和田裕一（国立病院機構仙台医療センター　院長）

研究要旨
　本研究班は、周産期小児医療として HIV 感染妊婦スクリーニングおよび感染妊婦とその出生児に関す
る疫学調査とその解析を実施した。今年度産科側の調査では感染妊婦は 27 例、小児科側の調査では感染
妊婦から出生した児は 15 例であった。今回新たに母子感染 3 例が報告された。そのうち 2 例は妊娠初期
の HIV 検査未実施例であった。妊娠初期の HIV 検査実施率は 99.7％になったが、母子感染の 2 例が HIV
検査未実施であったことから、妊婦健診未受診妊婦の調査を実施した。診療・支援体制の整備として
HIV 感染妊婦の救急時における地域診療連携モデルの構築について検討した。また、HIV 母子感染予防
対策マニュアルは今年度第 6 版として改訂を行った。基礎医学・社会医学として胎盤および母乳における
母子感染メカニズムの解明の研究を行った。

3．平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合的研究」
研究代表者：和田裕一（国立病院機構仙台医療センター　院長）

研究要旨
　今年度本研究班産科側の全国調査では HIV 感染妊婦は 28 例、小児科側の調査では HIV 感染妊婦から
出生した児は 16 例が確認された。HIV 感染妊婦は累計で 728 例となったが、近年感染妊婦はエイズ拠点
病院で妊娠転帰を迎える傾向が増えている。今年度は HIV 感染妊婦診療・支援体制の整備のひとつとし
て保育園における感染症に関する Q&A について検討し、また、感染児への告知のための支援資料を作成
した。さらに、HIV 感染女性向け小冊子「女性のための Q&A」、医療支援者向け感染女性支援マニュア
ルを改訂した。また、新生児に対する AZT（zidovudine）予防投与の影響について小数例であるが検討
し細胞内での効果は予測より少ないことが確認された。その他胎盤および母乳における母子感染メカニズ
ムの解明の研究を行った。
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第 6期
1．平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

総括研究報告書
「HIV 母子感染の疫学調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関する研究」
研究代表者：塚原優己（独立行政法人国立成育医療研究センター周産期センター産科　医長）

研究要旨
　①�産婦人科小児科統合データベース更新の結果、平成 23 年 12 月末までに妊娠転帰が明らかとなった HIV

感染妊娠は 777 例で出生児数は 518 児。平成 23 年は 30 例で平成 20 年以降年間 30 例以上が続き、大き
な変動はない。東京都 188 例、千葉県 86 例、愛知県 72 例、神奈川県 69 例、大阪府 56 例と大都市圏に
多い。母子感染報告は 52 例で、21 世紀に入りその報告は散発的である。HAART+ 経腟分娩の新規症例
報告はなく依然 3 例に留まっている。最近 5 年間（平成 19 ～ 23 年）の特徴は、日本人妊婦が約半数（80
例 47.1％）を占め、緊急帝切が増加した（ほとんどが産科的適応）こと、2 例を除きすべてが拠点病院
で管理されていたことである。

　②�妊婦 HIV 検査実施率は、産婦人科病院調査では全国平均 99.9％（前年比 0.6％増）、産婦人科診療所調査
では全国平均は 99.5％（平成 21 年度比 1.9％増）だった。

　③�普及啓発活動として、「第19回AIDS文化フォーラムin横浜」（平成24年8月4日　かながわ県民センター）
に参加し「+ の女性も　−の女性も　？の女性も？！」と題した市民公開講座を開催、また、第 26 回日
本エイズ学会学術集会（平成 24 年 11 月 25 日　慶應義塾大学日吉キャンパス）において、「HIV 感染妊
娠および出生時の全国調査から見えてきたもの」と題し、HIV 感染妊婦及び出生した児の支援者を対象
としたセミナーを開催した。一般妊婦向け HIV 検査解説リーフレット「あなた自身の健康と赤ちゃんの
健やかな誕生のために」と「妊婦 HIV スクリーニング検査で結果が陽性だった方へ」を改訂した。

　④�今年度から次年度にかけて、これまでに報告された症例を対象とした「妊婦・新生児に投与された抗ウ
イルス薬の児に及ぼす影響についての長期予後調査」、全国の分娩を取扱うエイズ拠点病院施設と総合・
地域周産期母子医療センターを対象とした「HIV 感染妊婦の診療体制整備（地域連携）に関する調査」、
全国エイズ拠点病院と年間分娩 1000 件以上の一般産科施設を対象とした、「妊婦 HIV スクリーニング偽
陽性に関する再調査」などの研究が進行中である。

2．平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書

「HIV 母子感染の疫学調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関する研究」
研究代表者：塚原優己（独立行政法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター産科　医長）

研究要旨
　①�妊婦 HIV 検査実施率は、産婦人科病院調査では全国平均 99.7％（前年比 0.2％減）だった。全例に HIV

スクリーニング検査を実施していない理由として、「HIV 検査を希望しない妊婦がいたため」（10 施設
45.5％）が最も多かった。

　②�産婦人科小児科統合データベース更新の結果、平成 24 年 12 月末までに妊娠転帰が明らかとなった HIV
感染妊娠は 803 例（前年 +26 例）で出生児数は 550 児となった。HIV 感染妊娠の報告数は 1995 年以降
毎年 30 例～ 40 例前後でほぼ増減なく、各都道府県からの報告数も大きな変動なく地方への分散傾向は
見られない。また日本国籍例が増加しており、この 10 年間では日本国籍例が約 45％を占めている。分
娩様式は選択的帝切分娩が定着し、経腟分娩は年間 1 例程度まで減少した。母子感染に関して、昨年度
まで報告してきた産婦人科 2 次調査の解析（児の感染を契機に判明した症例を除く）では、母子感染率
は選択帝切分娩が 306 例中 1 例（0.33％）緊急帝切分娩が 49 例中 3 例（6.12％）、経腟分娩が 31 例中 8
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例（25.81％）だった。今回、産婦人科小児科統合データベースをもとに解析を加えた結果、2000 年以降
の分娩直後までに陽性が判明した（妊娠前の陽性判明も含む）341 例の母子感染率は、①抗ウイルス療
法 + 選択的帝切：0.4％、②抗ウイルス薬なし + 選択的帝切：5.8％、③抗ウイルス療法 + 経腟分娩：0％、
④抗ウイルス薬なし + 経腟分娩：20％だった。抗ウイルス療法 + 経腟分娩での母子感染は報告されてい
ないが、僅か 3 症例である。最近 HIV 感染妊娠をエイズ拠点病院が取り扱う傾向が増しており、この 5
年間で HIV 感染妊娠の妊娠転帰場所は 90.2％がエイズ拠点病院であった。近年、HIV 感染判明後に 2 回
以上の複数回妊娠する例と人工妊娠中絶が、2008 年以降増加している。また、年次報告の中で新規 HIV
感染妊婦の報告は 20％以下に減少しており、80％以上が再妊娠で、人工妊娠中絶が増加傾向にある。こ
の現状に対しては、HIV 感染と妊娠に関する教育・啓発を推進すべきである。

　③�小児科二次調査（30 例対象）では、新生児期に認められた異常は貧血 22 例、新生児仮死 1 例、早産 +
超低出生体重 + 子宮内胎児発育遅延 + 無顆粒球症が 1 例、早産 + 低出生体重 + 新生児一過性多呼吸が 2
例（双胎）、新生児ミオクロニーが 1 例、HFD が 1 例であった。

　④�非感染児の長期予後追跡調査では、対象 39 施設中 7 施設からの報告は、感染例 0 例、非感染例 17 例であっ
た。

　⑤�妊婦 HIV スクリーニング検査偽陽性に関する再調査では、偽陽性の発生率、陽性的中率は前回（平成 16
年度）調査とほぼ同等であった。また今回の調査では紹介妊婦の動揺の報告が減少している印象を受けた。

　⑥�全国の分娩を取扱っているエイズ拠点病院と、総合および地域周産期母子医療センターを対象とした地
域連携に関するアンケート調査では、HIV 陽性妊婦取り扱い困難な施設の 89％が近隣の搬送先施設を把
握しており、大部分で地域連携が機能していることが確認できた。

　⑦��医療者向け普及活動としては、「平成 25 年度 HIV 母子感染予防対策マニュアル第 7 版」を発刊し全国関
連施設に配布した。また第27回日本エイズ学会学術集会（平成25年11月22日熊本市国際交流会館）で、「な
かなか減少しない HIV 感染妊娠・いまだ散発発生する HIV 母子感染」と題した HIV 母子感染撲滅に向
けた現在の課題についてのシンポジウムを企画・開催した。

　⑧��一般市民向け普及啓発活動としては、「第 20 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜」（平成 25 年 8 月 3 日　か
ながわ県民センター）にて「女性にとっての HIV 感染と性感染症～性感染症と HIV 陽性女性の妊娠出産、
育児についてかんがえよう～」、また「第 3 回 AIDS 文化フォーラム in 京都（2013 年 10 月 5 日　同志社
大学今出川キャンパス良心館）にて「+ の女性も－の女性も　？の女性も？！」と題した市民公開講座
を開催した。

3．平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策実用化研究事業）
総括研究報告書

「HIV 母子感染の疫学調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関する研究」
研究代表者：塚原優己（独立行政法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター産科　医長）

研究要旨
　①�妊婦 HIV 検査実施率は、産婦人科病院調査では全国平均 99.7％（前年調査結果と同率）だった。HIV 母

子感染予防を目的とした HIV 検査を妊娠後期に再度行っている施設は、回答のあった 897 施設中 3 施設
（0.33％）であった。

　②�産婦人科小児科統合データベース更新の結果、平成 25 年 12 月末までに妊娠転帰が明らかとなった HIV
感染妊娠は 857 例（前年 +53 例）で出生児数は 577 児となった。HIV 感染妊娠の報告数は、1995 年以
降毎年 30 例～ 40 例前後でほぼ増減なく、各都道府県からの報告数も大きな変動なく地方への分散傾向
は見られない。また日本国籍例が増加しておりこの 10 年間では約 50％を占めている。分娩様式は選択
的帝切分娩が定着し、経腟分娩は年間 1 例程度まで減少した。2000 年以降は全 367 例中 335 例（91.3％）
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に抗ウイルス薬が投与されていた。分娩様式別では選択的帝切分娩が 304 例中 282 例（92.8％）、緊急帝
切分娩は 52 例中 49 例（94.2％）と高率で、経腟分娩では 11 例中 4 例（36.4％）のみであった。母子感
染率は①抗ウイルス薬投与ありで選択的帝切分娩：0.4％、②投与なしで選択的帝切分娩：5.8％、③投与
ありで経腟分娩：0.0％、④投与なしで経腟分娩：20.0％となった。抗ウイルス療法 + 経腟分娩での母子
感染は報告されていないが、抗ウイルス療法を行いながら母子感染を来した例も僅か 3 症例である。最
近 HIV 感染妊娠をエイズ拠点病院が取り扱う傾向が増しており、この 5 年間で HIV 感染妊娠の妊娠転
帰場所は 90.1％がエイズ拠点病院で、拠点以外の病院は 2 例（1.2％）のみになっている。HIV 感染判明
後の再妊娠について、HIV 感染妊婦の妊娠回数は、1 回 157 人、2 回 51 人、3 回 16 人、4 回 5 人、6 回
1 人で、当班で把握している HIV 感染妊婦数計 648 人中、230 人が HIV 感染を認識した上で妊娠し、73
人が 2 回以上複数回妊娠していることになり、2008 年以降複数回妊娠は毎年 10 例前後に増回し、HIV
感染妊娠の年間報告数全体の約 3 割を占めている。また、人工妊娠中絶は、2008 年は 5 例（55.6％）、
2009 年は 3 例（37.5％）、2010 年は 4 例（36.4％）、2011 年は 2 例（18.2％）、2012 年は 2 例（15.4％）、
2013 年は 2 例（16.7％）で HIV 感染妊娠全体の人工妊娠中絶率と大きな差は認めない。

　③�小児科二次調査（対象 18 例）では、新生児期の異常として貧血、低血糖、新生児一過性多呼吸、低カル
シウム血症、heavy for date baby があり、貧血 14 例は鉄剤。エリスロポエチンの投与、輸血あるいは
経過観察のみとされた。奇形が 2 例あり、左小眼球症・先天性虹彩欠損・脈絡膜欠損・PDA・SFD・胃
食道逆流・脳室拡大を伴った 1 例と VATER 連合（鎖肛・右水腎・左腎無形成・左停留精巣・肋骨奇形）
の 1 例であった。

　④ �17 カ月齢までの子どもの観察で、運動発達障害、精神発達障害、反復する痙攣、片麻痺、対麻痺、四
肢麻痺、ミオパチー、心筋機能障害、乳酸持続高値（>25mg/dl）、早期死亡、ニアミス（Acute Life 
Threatening Event）の報告はなかった。養育上の懸念として、子どもの発育発達異常、両親の別居、
母親の経済的困窮、母の精神状態不安定、集団生活での告知、母に養育する気持ちがないが挙げられた。

　⑤ �HIV 陽性妊婦から出生した児の長期予後に関する全国調査の結果、死亡率は感染児 14.8％、非感染児 2.6％
で、いずれも日本の 5 歳未満死亡率（2012 年）より有意に高頻度であった。感染児の死亡に関しては、
近年児への ART が普及したことで生命予後は著明に改善していた。非感染児については、わが国全体
の SIDS 有病率 0.5/1000 と比較して有意に高い結果であった。また、死亡例は全体で母体への多剤併用
ART が普及後の 2000 年以降の出生例であったことは注目すべきだろう。

　⑥�わが国の HIV 感染児の 86.8％が 13 歳以上となった現状では、感染児への告知やその支援体制を整える
事は喫緊の課題である。子どもに病名を伝えるという行為は、医療者の戸惑いや困難感といった心理的
ハードルが存在することが伺われる一方で、子どもが理解しやすい準備や環境を得た上で病名告知を受
ける意義は大きい。感染児への告知に際して重要な共通点や問題点を抽出し、告知準備に有効と思われ
る仮想事例・具体的対応の留意点・ステップを作成し、「この子の明日の健康のために子どもの HIV 感
染について告知と支援を考える　事例編」として取りまとめた。

　⑦�都道府県単位医療圏における HIV 感染の早産例の受入れ体制に関しては、わずかな地域を除きすべての
都道府県内でその都道府県内のすべての週数の早産 HIV 妊婦を取り扱うことが可能であり、比較的良好
な医療体制が構築されていることが判明した。

　⑧ �HIV 陽性女性に対する普及啓発として、感染女性に特化した解説書「女性のための Q&A －貴女らしく
明日を生きるために－」を読者が HIV に感染しながら生活していくことがより易しく理解できるように、
女性特有のライフステージを軸にした解説書に刷新した。

　⑨�一般市民向け普及啓発活動としては、「第 21 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜」（平成 26 年 8 月 2 日かな
がわ県民センター）にて「女性の健康について」、「第 4 回 AIDS フォーラム in 京都」（2014 年 10 月 4 日
同志社大学今出川キャンパス）にて「女性にとっての HIV 感染と性感染症～性感染症と HIV 陽性女性
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の妊娠出産、育児についてかんがえよう～」と題した市民公開講座を開催した。
　⑩�厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV 検査相談の充実と利用機会の促進に関する研究」

班（研究代表者：加藤慎吾）に協力した保健所の HIV 検査相談を利用した妊婦の実情に関する調査結果
から、様々な理由から保健所で検査相談を利用している妊婦事例が少なからず存在することが明らかと
なった。
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第 7期
1．平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）

総括研究報告書
「HIV 感染妊娠に関する全国疫学調査と診療ガイドラインの策定ならびに診療体制の確立」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科部長）

研究要旨：
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国調査を行い、899 例の HIV 感染妊娠の詳細な臨床情報を含むデータベースを更新した。HIV 感染妊娠
の報告は毎年 30 例程度を継続し、減少傾向は未だみられていない。日本人の HIV 感染妊婦が過半数を占
めるまで増加し、HIV 感染判明後妊娠が大多数を占めるようになった。HIV 母子感染の要因は、妊婦健
診未受診や分娩後の HIV 感染女性の継続的なフォローアップの中断であることが考えられ、若者に対す
る HIV 感染に関する教育啓発活動の重要性とともに、HIV 感染女性と出生児のフォローアップシステム
構築の必要性が示唆された。さらに欧米のガイドラインに従い、妊娠中のウイルス量などの基準に応じて
経腟分娩を推奨することは、HIV 感染妊娠の診療体制の実態調査結果から、さらなる検討が必要である
と判断された。HIV 感染妊娠に対する適切で可能な診療体制を整備したうえで、わが国独自の HIV 感染
妊娠に関する診療ガイドラインを策定することが重要であると考えられた。

2．平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業
総括研究報告書

「HIV 感染妊娠に関する全国疫学調査と診療ガイドラインの策定ならびに診療体制の確立」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科部長）

研究要旨
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国調査を行い、954 例の HIV 感染妊娠の詳細な臨床情報を含むデータベースを更新した。HIV 感染妊娠
の報告は毎年 30 例程度を継続し、減少傾向は未だみられていない。新規の HIV 感染妊娠は減少傾向で、
HIV 感染判明後妊娠が大多数を占めるようになった。HIV 母子感染の要因は、分娩後の HIV 感染女性の
継続的なフォローアップの中断であることが考えられ、今年度構築された HIV 感染女性と出生児のフォ
ローアップシステムの運用による効果が期待される。欧米のガイドラインを参考としてわが国の国民性と
診療体制の現状と医療経済事情を考慮した、わが国独自の HIV 感染妊娠に対する診療ガイドラインのド
ラフトが完成した。今後は HIV 感染妊娠の診療体制の整備および若者への早期からの教育啓発が重要で
あると考えられた。

3．平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業
総括研究報告書

「HIV 感染妊娠に関する全国疫学調査と診療ガイドラインの策定ならびに診療体制の確立」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科部長）

研究要旨
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国調査を行い、2016 年末までに転帰が判明した 983 例の HIV 感染妊娠の詳細な臨床情報を含むデータベー
スを更新した。HIV 感染妊娠の報告は毎年 40 例程度を継続し、減少傾向は未だみられていない。しかし
新規の HIV 感染妊娠は減少傾向で、HIV 感染判明後妊娠が最近 5 年間では 64.2% を占めるようになった。
HIV 母子感染の要因は、未受診妊婦における HIV 感染の診断の遅れや、妊娠初期の HIV スクリーニング
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検査陰性例におけるその後の HIV 感染などが考えられた。妊娠初期における HIV スクリーニング検査と
HIV 感染に対する早期治療の開始、帝王切開術による分娩および人工哺乳は、HIV 母子感染予防対策の
骨子であるが、これらをすり抜けた症例における母子感染予防が今後の課題となる。またエイズ診療拠点
病院や周産期医療センターを対象とした全国調査においては、人材の確保など HIV 感染妊娠への周産期
医療体制の整備に関する課題が確認された。欧米のガイドラインを参考として、わが国の周産期診療体制
の現状、医療経済事情および国民性を考慮した、わが国独自の「HIV 感染妊娠に関する診療ガイドライン」
を発刊した。また抗 HIV 治療の有害事象の検討を目的として、「HIV 感染女性とその出生児のウェブ登
録によるフォローアップシステム」を構築し、登録を開始した。現在 1 施設 23 例の登録を得たが、今後
全国多施設への展開を検討中である。以上のことから、HIV 感染妊娠の継続的な全国調査、母子感染予
防対策の実施、診療ガイドラインの改訂、HIV 感染女性とその出生児の長期的フォローアップ、HIV 感
染妊娠に対する診療体制の整備および国民に対する HIV 感染に関する有効な教育啓発法の開発が重要で
あると考えられた。
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第 8期
1．平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業

総括研究報告書
「HIV 感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホート的調査研究と情報の普及啓発法の開発ならび
に診療体制の整備と均てん化に関する研究」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科部長）

研究要旨
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国調査を行い、2017 年末までに転帰が判明した 1,027 例の HIV 感染妊娠の詳細な臨床情報を含むデータ
ベースを更新した。HIV 感染妊娠の報告は毎年 40 例程度を継続し、減少傾向は未だみられていない。し
かし新規の HIV 感染妊娠は減少傾向で、HIV 感染判明後妊娠が最近 5 年間では 72% を占め、昨年度の解
析から8%も上昇した。2018年報告例では33例中82%を占めるまでになっている。妊婦健診未受診妊婦（い
わゆる飛び込み分娩妊婦）は、産婦人科病院調査による 39 万分娩中 941 例（0.24%）であった。自治体調
査からは HIV スクリーニング検査への十分な公費負担が確認されたものの、HIV 母子感染に関する教育
啓発機会が少ないことが判明した。適切な母子感染予防対策を講じた場合、2000 年以降の母子感染率は
0.3% であった。母子感染は 58 例に増加した。妊娠初期でのスクリーニング検査が陰性で母子感染に至っ
たと推測される事例が散見された。一方母子感染予防対策を完全に講じた感染妊婦から母子感染は報告さ
れていない。HIV 感染女性と出生児のコホートシステムには、2019 年 1 月 21 日現在、計 27 例が登録さ
れた。全例で生存を確認し、重篤な疾病の発症を認めなかった。全国展開への問題点も明らかとなってき
た。HIV 母子感染予防対策マニュアルを改訂し第 8 版を発刊した。ガイドラインと項目の順序を合致さ
せ、それぞれがすぐに対照できるように改訂した。HIV 感染妊婦の分娩施設の集約化が進行している中で、
経腟分娩が可能としたのは 33 施設であったが、経腟分娩に関する臨床研究に参加可能は 6 施設に過ぎず、
分娩経験数の多い施設は含まれていなかった。SNS による啓発として、HIV をはじめとする性感染症全
般に関する情報発信目的の Twitter アカウント（https://twitter.com/HIVboshi）を立ち上げた。「HIV や
梅毒をはじめとする性感染症に関する小冊子」の作成に関しては、編集方針や配布経路の検討を行った。
結論として、HIV 感染妊娠の報告数が減少しないこと、母子感染が散発して継続していること、妊娠初
期のスクリーニング検査などこれまでの母子感染予防対策では不十分であること、未受診妊婦が一定数継
続して発生していること、HIV 感染に大きく影響する性感染症である梅毒の発生が増加傾向であること、
HIV 感染妊娠の診療が集約化されつつあるものの経腟分娩のための診療体制整備は極めて不十分である
ことなどから、考えられる今後の対策として、HIV 感染をはじめとする性感染症に関する教育啓発が最
も有効な手段であろうと考えられた。

2．令和元年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業
総括研究報告書

「HIV 感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホート的調査研究と情報の普及啓発法の開発ならび
に診療体制の整備と均てん化に関する研究」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科統括部長）

研究要旨
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国調査（産婦人科 1,141 病院、小児科 2,296 病院）を行い、産婦人科から 2019 年転帰の 26 例、2018 年以
前の未報告 5 例、妊娠中 4 例の計 31 例が報告され、小児科では 2019 年転帰の 26 例と 2018 年以前の未報
告 4 例の計 30 例が報告された。2018 年末までに転帰が判明した 1,070 例の HIV 感染妊娠の詳細な臨床情
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報を含むデータベースを更新し、解析した。分担研究 8 件において着実な進捗が得られた。すなわち研究
計画の適切な軌道修正、ホームページ運営による最新情報の提供、HIV 感染に関する妊婦の知識レベル
の低さの広域的・経時的検証、妊娠初期における HIV スクリーニング検査率 100% の達成、HIV 以外の
性感染症のスクリーニング検査の必要性、HIV 感染妊娠報告数の減少傾向の兆し、妊娠中や授乳中の母
体の HIV 感染に対する母子感染予防対策の必要性、HIV 感染妊婦と出生児の長期フォローアップのため
のコホートシステムの推進、「HIV 感染妊娠に関する診療ガイドライン」や「HIV 母子感染予防対策マニュ
アル」の全国拡散と改訂作業、HIV 感染妊娠の診療体制に関する現状調査とわが国に適切な診療体制の
提案準備、HIV や梅毒をはじめとする性感染症に関して若者を対象とした学校教育以外での教育啓発活
動としてのリーフレット発行と小冊子の刊行準備、全国調査やコホート研究を支援するシステム開発など
を確認あるいは実施できた。

3．令和 2 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業
総括研究報告書

「HIV 感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホート的調査研究と情報の普及啓発法の開発ならび
に診療体制の整備と均てん化に関する研究」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科統括部長）

研究要旨
　HIV 感染妊娠の早期診断治療と母子感染の回避を目的として、HIV 感染妊婦とその出生児に関する全
国 1 次調査（産婦人科 1,122 病院、小児科 2,259 病院）を行い、産婦人科から 2020 年 9 月までの 1 年間に
転帰した 24 例、2019 年 9 月以前の未報告 8 例の計 32 例が報告され、小児科では 2020 年 8 月までの 1 年
間に転帰した 20 例と 2019 年 8 月以前の未報告 9 例の計 29 例が報告された。これらの情報をもとに、産
婦人科 2 次調査から新たに 26 例、小児科 2 次調査から新たに 23 例が報告され、各症例の詳細な臨床情
報を集積し、重複を除く統合作業を行った。その結果、2019 年末までに転帰が判明したのは前年から 36
例増加し、データベースは 1,106 例となった。分担研究 8 課題において着実な進捗が得られた。すなわち
1) 研究計画の適切な軌道修正、ホームページ運営による最新情報の提供、HIV 感染に関する妊婦の知識
レベルの低さの広域的・経時的検証と教育啓発資料の提供による介入効果の推測、2) 妊娠初期における
HIV スクリーニング検査率 100% を岐阜県以外で達成、新型コロナウイルス感染症拡大による HIV 母子
感染予防対策への影響は回避、3)HIV 感染妊娠報告数の減少傾向の兆し、妊娠中や授乳中の母体の HIV
感染に対する母子感染予防対策の必要性、4)HIV 感染妊婦と出生児の長期フォローアップのためのコホー
トシステムの推進、5)「HIV 感染妊娠に関する診療ガイドライン」の改訂第 2 版の刊行、6)HIV 感染妊娠
の診療体制に関する現状調査の解析とわが国に適切な診療体制の提案、7)HIV や梅毒をはじめとする性感
染症に関して、若者を対象とした教育啓発活動としての A3 折込型リーフレット「クイズでわかる性と感
染症の新ジョーシキ―あなたはどこまで理解しているか！？」の妊娠初期妊婦への配布と A6 サイズ小冊
子「HIV や梅毒をはじめとする性感染症のすべてが簡単にわかる本」の刊行、8) 産婦人科・小児科の全
国 2 次調査のウェブ化と HIV 感染女性とその児のコホート調査のシステム支援を実施できた。
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第 9期
1．令和 3 年度厚生労働科学研究費補助金　エイズ対策政策研究事業

総括研究報告書
「HIV 感染者の妊娠・出産・予後に関するコホート調査を含む疫学研究と情報の普及啓発方法の開発なら
びに診療体制の整備と均てん化のための研究」
研究代表者：喜多恒和（奈良県総合医療センター周産期母子医療センター長兼産婦人科統括部長）

研究要旨
　研究班ホームページをスマートフォンにも対応可能とし、研究報告書、リーフレットや小冊子などの
資料を掲載した。小冊子を電子書籍化し、リーフレットのクイズをウェブ化して閲覧者の関心向上を図っ
た。ツイッター上で HIV に関する情報を毎週発信した。ホームページ閲覧のアクセス数解析と、掲載情
報 PDF のダウンロード数解析を行った。ガイドライン・マニュアル・リーフレットのページの閲覧が増
加傾向で、PDF へのアクセス数は、小冊子・リーフレット・Q&A などの啓発資料やガイドライン・マ
ニュアルおよび研究報告書で多かった。妊娠初期妊婦へのアンケート調査は、全国定点の 4 施設、奈良市
内有床診療所の 4 施設で 483 例に実施した。約 80% は配布したリーフレットや小冊子を読んでおり、そ
の 97% は内容の 50％以上を理解していた。HIV スクリーニング検査の結果が陽性でも、その 95% は偽
陽性であることを知っていたのはたった 6.9％であったが、配布資料により 58% がさらに知ることとなっ
た。資料の配布とアンケート調査により HIV 感染についての知識が増えたと回答したのは 96.6% に上り、
配布資料を読むことで各質問に対して「読んで知った」と回答したのは 26.4% ～ 58.0% におよんだ。自治
体、保健所、学校などから教育啓発資料の提供依頼があり、リーフレットは 4,030 部、小冊子は 8,490 部
を提供した。さらに市町村からの提供依頼が期待される。SNS におけるインフルエンサーにフェイスブッ
クでの投稿を依頼し、性感染症に関する小冊子の周知拡散を期待した。投稿後 4 日間での小冊子閲覧ク
リック数は 1,390 回であった。医療従事者への情報普及啓発と診療体制の整備と均てん化を目的とした医
療機関への第 3 次アンケート調査では、HIV 感染妊婦との対応時間が多い順、すなわち産科担当看護職
と産科担当医師、次いで新生児担当看護職と新生児担当医師、そして分娩前後での対応時間が少ない感染
症担当医師・看護職の 3 群の順で、経腟分娩導入への抵抗感が高い傾向にあり、職種間で考え方がわかれ
ると推測された。母子感染や水平感染などの医療安全管理に関して、理論上の理解と実臨床との間に乖離
が生じていることから、現状ではガイドラインで経腟分娩を強く推奨することは困難であることがうか
がえた。全国の妊婦 HIV スクリーニング検査実施率は 99.9％であった。2021 年調査では、2020 年の出生
数 840,835 人のうち、539,855 人の妊婦の HIV 検査状況を把握したことになり、約 6 割（64.2％）にあた
る。HIV 感染妊娠に関する恒久的なデータベース構築を目標に、産婦人科・小児科二次調査の Electronic 
Data Capture (EDC) 化を進めた。2020 年 12 月までの HIV 感染妊娠の報告数は 1,128 例となった。年次
別報告数はやや減少傾向にあるが、分娩 10 万件あたりの HIV 感染妊娠症例数はほぼ変化がなく、本邦全
体の出生数減少による影響が最も大きいと思われる。HIV 感染女性とその児のコホート調査は、開始か
ら 5 年が経過した。パイロット調査 (JWCICS) を多施設コホート調査 (JWCICS Ⅱ ) に移行し、2022 年 2
月 14 日現在、計 33 例が登録されている。子供はいずれも健康であったが、成長発達に関しては、ダウン
症候群 1 例、多動性発達障害 1 例、言語発達遅滞 2 例が報告されている。「HIV 母子感染予防対策マニュ
アル」改訂第 9 版を令和 4 年 3 月に刊行した。改訂箇所を赤字とし、わかりやすくした。経腟分娩をする
場合の症例基準と施設基準および準備項目についても記した。HIV 感染妊娠に関する産婦人科小児科の
全国 2 次調査のウェブ化が完成し、統合データベース管理の IT 化およびコホート調査のシステム支援を
行った。
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Ⅳ　まとめ
　厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業における「HIV 母子感染予防に関する研究」につ
いて、約 30 年間にわたる研究のあゆみの概要版を作成した。研究初期には HIV 感染妊娠の発生状況や妊
娠転帰の把握が研究目的の主体であった。研究中期では、全国一次調査、産婦人科調査、小児科調査、マニュ
アル・ガイドライン作成、国民向け啓発に加えて、母子感染の機序解明、生殖支援、母乳栄養の可能性な
どに関する基礎的研究も合わせて行われた。しかし抗 HIV 薬の目覚ましい発展に伴い、HIV 感染妊婦の
血中ウイルス量が良好にコントロールされるようになると、母子感染率は著明に低下した。したがって研
究後期では基礎的研究は割愛され、一貫して HIV 感染妊婦の発生に関する全国調査、母体への抗 HIV 治
療後の出生児の成長発達に焦点をあてたコホート調査、医療従事者向けマニュアルやガイドラインの作
成、国民向け啓発および医療者向け啓発が行われてきた。疫学的研究と教育啓発活動に重点化されたとい
える。特に教育啓発活動においては、正確な情報を如何にして多くの一般国民に浸透させることができる
かがポイントである。昨今の SNS の発展と定着を応用した持続可能な教育啓発方法の開発が求められて
いる。教育啓発資料としての冊子等の配布やホームページの開設のみでは不十分で、国民自ら持続的に触
れたくなるような情報源の開発が必要である。HIV 感染妊娠に特化せず、他の性感染症や母子感染にか
かわる感染症も含めて、有効な教育啓発方法を開発することが感染症予防への近道であろうと考える。
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Ⅴ　「日本におけるHIV母子感染に関する研究のあゆみ」（概要版）作成協力者一覧

喜多恒和 　　奈良県総合医療センター周産期母子医療センター兼産婦人科　センター長兼統括部長
佐久本薫 　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター産婦人科　嘱託医師
佐道俊幸 　　奈良県総合医療センター産婦人科　部長
外川正生 　　医療法人医誠会医誠会病院小児科　部長
宮木康成 　　医療法人緑風会三宅おおふくクリニック　院長兼 Medical Data Labo 代表

高野政志　　防衛医科大学校病院産婦人科　教授
出口雅士　　神戸大学大学院医学研究科　地域社会医学・健康科学講座地域医療ネットワーク学分野　特命教授
吉野直人　　岩手医科大学微生物学講座感染症学・免疫学分野　准教授
杉浦　敦　　奈良県総合医療センター産婦人科　副部長
田中瑞恵　　国立国際医療研究センター小児科　医員
山田里佳　　JA 愛知厚生連海南病院産婦人科　外来部長
北島浩二　　国立国際医療研究センター臨床研究センター　JCRAC 運営部臨床データ管理室　室長

藤田　綾　　奈良県総合医療センター産婦人科　研究補助員
榎本美喜子　奈良県総合医療センター産婦人科　研究補助員
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　発 行 者：令和４年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業
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